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○津山市自転車等放置防止条例 

平成１７年６月２９日 

津山市条例第１１７号 

（目的） 

第１条 この条例は，公共の場所における自転車等の放置を防止することにより，市民生活

の安全及び都市機能の維持を図り，もって良好な都市環境の形成に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 公共の場所 道路，公園，河川，駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。 

（２） 自転車等 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１０号に規

定する原動機付自転車，同項第１１号の２に規定する自転車及び同法第３条に規定する

普通自動二輪車（総排気量０．１２５リットルを超える普通自動二輪車を除く。）をい

う。 

（３） 放置 自転車等の利用者及び所有者（以下「利用者等」という。）が当該自転車

等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。 

（市長の責務） 

第３条 市長は，第１条の目的を達成するため，自転車等の放置の防止に関し必要な施策の

実施に努めなければならない。 

２ 市長は，自転車等の放置防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは，県，道

路管理者，警察，鉄道事業者その他関係団体と協議するとともに，その協力を要請するこ

とができる。 

（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車等の利用者等は，公共の場所において自転車等を放置しないよう努めるとと

もに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

２ 自転車等の所有者は，当該自転車等の見やすい箇所に住所，氏名等を明記するとともに，

当該自転車等について防犯登録を受けるよう努めなければならない。 

（自転車等の小売業者の責務） 

第５条 自転車等の小売を業とする者は，自転車等の放置の防止に関し，市長が実施する施

策に協力しなければならない。 
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２ 自転車等の販売に当たっては，自転車等の所有者の住所及び氏名の明記並びに防犯登録

の勧奨に努めなければならない。 

（鉄道事業者等の責務） 

第６条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者（以下「鉄道事業者等」という。）

は，旅客の利便に供するため，自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。 

２ 鉄道事業者等は，市長が自転車等の駐車場を設置するときは，その用地の提供に努める

とともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（施設の設置者の責務） 

第７条 官公署，学校，図書館等公益的施設の設置者及び百貨店，スーパーマーケット，銀

行，遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は，当該施設の利用者

のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置する

よう努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（放置禁止区域の指定等） 

第８条 市長は，自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認めら

れる公共の場所を，自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）として指定

することができる。 

２ 市長は，前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは，当該地域の周辺に

おける自転車等駐車場の設置状況等を勘案するものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により放置禁止区域を指定したときは，規則で定めるところによ

り速やかにその旨を告示しなければならない。 

４ 第１項の規定による放置禁止区域の指定は，前項の規定による告示があった日からその

効力を生じるものとする。 

５ 市長は，放置禁止区域及びその周辺の状況の変化に応じ，当該放置禁止区域を変更する

ことができる。 

６ 第２項から第４項までの規定は，前項の規定による放置禁止区域の変更について準用す

る。 

（自転車等の放置の禁止） 

第９条 自転車等の利用者等は，放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし，

市長が特に必要と認めるときは，この限りでない。 

（放置に対する処置） 

第１０条 市長は，自転車等の利用者等が放置禁止区域内に自転車等を放置しているとき，
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又は放置しようとしているときは，当該自転車等の利用者等に対し，当該自転車等を自転

車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。 

２ 市長は，放置禁止区域内において，自転車等が規則で定める相当の時間にわたって放置

されているときは，当該自転車等を撤去し保管することができる。 

第１１条 市長は，放置禁止区域以外の公共の場所において，自転車等の放置により市民の

良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは，規則で定めるところにより放置

されている自転車等を移動し，又は撤去し保管することができる。 

（自転車等の撤去の際の措置） 

第１２条 市長は，前２条の規定により自転車等を撤去しようとするときは，係留器具等の

切断その他の必要な措置を講ずることができる。 

（撤去，保管に際し生じた損傷） 

第１３条 市長は，第１０条第２項及び第１１条の規定による自転車等の撤去及び保管に際

し，撤去に必要な措置により，又は通常の保管の下で生じた当該自転車等及び係留器具等

の損傷については，その責めを負わないものとする。 

（保管した自転車等に係る措置） 

第１４条 市長は，第１０条第２項及び第１１条の規定により自転車等を撤去し保管したと

きは，規則で定めるところによりその旨を告示するとともに，規則で定める方法により当

該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するため必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は，前項の規定による告示及び必要な措置を行ったにもかかわらず，利用者等が自

転車等を引取らないときは，当該自転車等を本市において処分する旨の告示をし，当該告

示の日から３月経過後処分することができる。 

（費用の徴収） 

第１５条 市長は，第１０条第２項及び第１１条の規定により撤去し保管した自転車等を返

還するときは，それに要した費用を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。

ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。 

２ 前項の規定により徴収する費用の額は，規則で定める。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

付 則 

この条例は，平成１７年９月１日から施行する。 
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